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【公報種別】特許法第１７条の２の規定による補正の掲載
【部門区分】第２部門第１区分
【発行日】平成20年10月9日(2008.10.9)

【公表番号】特表2004-528165(P2004-528165A)
【公表日】平成16年9月16日(2004.9.16)
【年通号数】公開・登録公報2004-036
【出願番号】特願2002-577097(P2002-577097)
【国際特許分類】
   Ｂ０１Ｊ  37/02     (2006.01)
   Ｂ０１Ｊ  23/66     (2006.01)
   Ｂ０１Ｊ  37/06     (2006.01)
   Ｃ０７Ｃ  67/035    (2006.01)
   Ｃ０７Ｃ  69/56     (2006.01)
   Ｃ０７Ｂ  61/00     (2006.01)
【ＦＩ】
   Ｂ０１Ｊ  37/02    １０１Ａ
   Ｂ０１Ｊ  37/02    １０１Ｄ
   Ｂ０１Ｊ  23/66    　　　Ｚ
   Ｂ０１Ｊ  37/06    　　　　
   Ｃ０７Ｃ  67/035   　　　　
   Ｃ０７Ｃ  69/56    　　　　
   Ｃ０７Ｂ  61/00    ３００　

【誤訳訂正書】
【提出日】平成20年8月25日(2008.8.25)
【誤訳訂正１】
【訂正対象書類名】特許請求の範囲
【訂正対象項目名】全文
【訂正方法】変更
【訂正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　（ａ）２０℃で測定したｐＨが少なくとも３である水性液体からなる１種類以上の水性
液体を使用する一連の洗浄が実施されたシリカ系担体か、前記一連の洗浄が実施された１
種類以上の材料から製造されるシリカ系担体かの担体を選択するステップと、
　（ｂ）前記担体上に８族金属化合物を析出させるステップと、
　（ｃ）前記析出させた８族金属化合物を金属種に転化させるステップと、
　（ｄ）ステップ（ｃ）の前または後に８族金属／担体組成物に対して、１種類以上の水
性液体による一連の洗浄を含む精製処理を実施するステップと、
を含む触媒調製方法。
【請求項２】
　水性液体が水である、請求項１に記載の方法。
【請求項３】
　洗浄の程度は、導電性試験によって前記洗浄後の担体で測定した導電率が、未洗浄担体
の３０％未満の値となる程度であり、前記導電性試験は、前記未洗浄担体試料および前記
洗浄後の担体と水試料を接触させて、それぞれの担体試料が９５℃で平衡に到達した後で
各水試料の導電率を９５℃で測定することを含み、水試料の量は３ｇ／ｇ担体試料であり
、担体試料と接触させる前の前記水の導電率は９８℃で１．５μＳ（μモー）であり、セ
ル定数が１．０／ｃｍである導電率測定プローブを使用して前記導電率が測定される、請
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求項１または２に記載の方法。
【請求項４】
　前記洗浄の程度が、前記導電性試験によって前記洗浄後の担体で測定した導電率が前記
未洗浄担体の２０％未満の値となる程度である、請求項３に記載の方法。
【請求項５】
　前記洗浄の程度が、導電性試験によって前記洗浄後の担体で測定した導電率が７５μＳ
（μモー）未満となる程度であり、前記導電性試験は、前記洗浄後の担体と水試料を接触
させて、前記担体試料が９５℃で平衡に到達した後で前記水試料の導電率を９５℃で測定
することを含み、水試料の量は３ｇ／ｇ担体試料であり、前記担体試料と接触させる前の
前記水の導電率は９８℃で１．５μＳ（μモー）であり、セル定数が１．０／ｃｍである
導電率測定プローブを使用して前記導電率が測定される、請求項１から４のいずれか１項
に記載の方法。
【請求項６】
　前記洗浄の程度が、前記導電性試験によって前記洗浄後の担体で測定した導電率が５０
μＳ（μモー）未満となる程度である、請求項５に記載の方法。
【請求項７】
　８族金属化合物前駆物質および場合によっては１ｂ族金属化合物前駆物質を含む１種類
以上の水溶液を前記担体の孔隙に含浸させ、続いて沈殿剤を使用してこのような溶液から
前記担体上に８族金属化合物および場合によっては１ｂ族金属化合物を析出させることに
よって、前記８族金属そして場合によってはこれに加えて１ｂ族金属を前記担体上に析出
させる、請求項１から６のいずれか１項に記載の方法。
【請求項８】
　前記８族金属化合物前駆物質および前記任意の１ｂ族金属化合物前駆物質がパラジウム
および場合によっては金の水溶性の酸および塩から選択され、前記沈殿剤がリチウム、ナ
トリウム、およびカリウムの水酸化物、重炭酸塩、炭酸塩およびケイ酸塩から選択される
、請求項７に記載の方法。
【請求項９】
　前記析出した８族金属化合物と、存在するのであれば析出した１ｂ族金属化合物とが、
還元剤として水素を使用する還元によって金属種に転化される、請求項１から８のいずれ
か１項に記載の方法。
【請求項１０】
　（ｅ）アルカリ金属源を含浸するステップをさらに含む、請求項１から９のいずれか１
項に記載の方法。
【請求項１１】
　請求項１から１０のいずれか１項に記載の触媒調製方法によって得られる、カルボン酸
アルケニルの調製用触媒。
【請求項１２】
　前記８族金属としてパラジウムを１０ｍｍｏｌ／ｋｇから５００ｍｍｏｌ／ｋｇ触媒の
範囲の量で含み、さらに１ｂ族金属として金を１ｍｍｏｌ／ｋｇから２００ｍｍｏｌ／ｋ
ｇ触媒の範囲の量で含み、アルカリ金属を０．１ｍｏｌ／ｋｇから５ｍｏｌ／ｋｇ触媒の
範囲の量で含む、請求項１１に記載の触媒。
【請求項１３】
　オレフィンと、カルボン酸と、酸素とを含む混合物を請求項１１または１２に記載の触
媒の存在下で反応させることを含むカルボン酸アルケニルの調製方法。
【誤訳訂正２】
【訂正対象書類名】明細書
【訂正対象項目名】００２９
【訂正方法】変更
【訂正の内容】
【００２９】
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　好適には、水性液体は低導電率である。このような低導電率水性液体は、イオン交換溶
液を形成するために加えられる塩を含まないことが多い。好適には、９８℃で測定した場
合の導電率は最大５００μＳ（μモー）（モーはΩ－１、あるいはジーメンスまたはＳで
ある）であり、より好適には最大１００μＳ（μモー）であり、好ましくは最大２０μＳ
（μモー）、特に最大５μＳ（μモー）である。同じ基準で、多くの場合で導電率は少な
くとも０．１μＳ（μモー）であり、より多くの場合で少なくとも０．２μＳ（μモー）
である。本明細書において導電性は、セル定数が１．０／ｃｍの導電率測定プローブを使
用して測定された電気伝導率であると理解されたい。好適には、ＹＳＩモデル３５（ＹＳ
Ｉ　Ｍｏｄｅｌ　３５）（商標）コンダクタンス計に接続されたＹＳＩモデル３４０１（
ＹＳＩ　Ｍｏｄｅｌ　３４０１）（商標）導電率測定プローブが使用される。通常、この
ような低導電率水性液体は脱イオン水性液体である。通常は酸性形態の陽イオン交換材料
または塩基性形態の陰イオン交換材料であるイオン交換樹脂などのイオン交換材料を使用
して脱イオン化することによって脱イオン水性液体が得られ、好ましくは酸性形態（Ｈ＋

）の陽イオン交換材料および塩基性（ＯＨ－）形態の陰イオン交換材料が使用される。
【誤訳訂正３】
【訂正対象書類名】明細書
【訂正対象項目名】００３１
【訂正方法】変更
【訂正の内容】
【００３１】
　洗浄は導電性試験を実施することによって監視することができ、この導電性試験は、未
洗浄または洗浄後の担体試料を水試料と接触させ、それぞれの担体試料が９５℃で平衡に
到達してから各水試料の導電率の測定を行うことを含む。この導電性試験では、導電率は
９５℃で測定され、水試料の量は３ｇ／ｇ担体試料であり、担体試料と接触させる前の水
の導電率は９８℃で１．５μＳ（μモー）である。導電性試験での使用に好適な水は、Ｈ
＋形態の陽イオン交換材料とＯＨ－形態の陰イオン交換材料を使用して脱イオン化された
水である。
【誤訳訂正４】
【訂正対象書類名】明細書
【訂正対象項目名】００３２
【訂正方法】変更
【訂正の内容】
【００３２】
　通常、導電性試験によって洗浄後の担体で測定される導電率が、未洗浄担体の５０％未
満、好ましくは３０％未満、より好ましくは２０％未満の値となる程度まで担体が洗浄さ
れる。多くの場合、導電性試験によって測定される導電率が未洗浄担体の値の少なくとも
１％、さらに多くの場合で少なくとも５％となる程度まで担体が洗浄される。
【誤訳訂正５】
【訂正対象書類名】明細書
【訂正対象項目名】００３３
【訂正方法】変更
【訂正の内容】
【００３３】
　通常、導電性試験によって洗浄後の担体で測定される導電率が２００μＳ（μモー）未
満、より一般的には７５μＳ（μモー）未満、好ましくは５０μＳ（μモー）未満となる
程度まで担体が洗浄される。導電性試験によって測定される導電率ができるだけ低くなる
ように担体を洗浄することができる。しかし実際には、導電性試験によって測定される導
電率が２μＳ（μモー）を超え、より多くの場合には３μＳ（μモー）を超える程度まで
担体を洗浄することができる。
【誤訳訂正６】
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【訂正対象書類名】明細書
【訂正対象項目名】００４２
【訂正方法】変更
【訂正の内容】
【００４２】
　好適な８族金属化合物前駆物質および１ｂ族金属化合物前駆物質は、例えば、塩化物、
硝酸塩、亜硝酸塩、および硫酸塩などの水溶性の酸および塩である。好ましいこのような
８族含有酸および塩は、塩化パラジウム（ＩＩ）、硝酸パラジウム（ＩＩ）、および硫酸
パラジウム（ＩＩ）であり、特に、四塩化パラジウム（ＩＩ）ナトリウムである。好まし
いこのような１ｂ族金属含有酸および塩は、塩化金（ＩＩＩ）であり、特にテトラクロロ
金（ＩＩＩ）酸である。　沈殿剤としては、例えば、アルカリ金属水酸化物、アルカリ金
属重炭酸塩、アルカリ金属炭酸塩が挙げられ、好ましくはアルカリ金属ケイ酸塩が挙げら
れる。好適なアルカリ金属はリチウム、ナトリウム、およびカリウムである。好ましい沈
殿剤はケイ酸ナトリウム、有用な形態のケイ酸ナトリウムはメタケイ酸ナトリウム五水和
物である。好適には沈殿剤は８族金属および場合によっては１ｂ族金属の合計に対して過
剰で使用される。例えば、沈殿剤は８族金属化合物前駆物質１モル当たり１モルから３モ
ル、好ましくは１．５モルから２．５モルの量で使用することができる。１ｂ族金属前駆
物質が存在する場合、１ｂ族金属化合物前駆物質１モル当たり例えば２モルから１０モル
、好ましくは２．５モルから８モルの追加の沈殿剤を使用することができる。
【誤訳訂正７】
【訂正対象書類名】明細書
【訂正対象項目名】００８１
【訂正方法】変更
【訂正の内容】
【００８１】
　１．２５ｇのシリカ球担体試料（球の直径５ｍｍ、表面積１３７ｍ２／ｇ、吸水能力０
．６３ｍｌ／ｇ、スドケミー（Ｓｕｄｃｈｅｍｉｅ）より商標ＫＡ－１６０で入手した）
を空気中１２０℃で乾燥させ、デシケーター中で周囲温度まで冷却した後、四塩化パラジ
ウム（ＩＩ）ナトリウム（Ｎａ２ＰｄＣｌ４）とテトラクロロ金酸（ＨＡｕＣｌ４）を脱
イオン水に溶解した溶液１５．７ｍｌ（０．２２０ｇのパラジウムと０．１２１ｇの金を
含有）を含浸させた。担体を入れた容器を軽く振って、担体に溶液が吸収されるようにし
た。溶液が完全に吸収されてから、含浸させた担体を室温で２時間静置した。
【誤訳訂正８】
【訂正対象書類名】明細書
【訂正対象項目名】００８７
【訂正方法】変更
【訂正の内容】
【００８７】
（本発明による）
　ステップ１で使用する前にシリカ球担体試料の洗浄を行ったことを除けば、実施例１の
手順を繰り返した。この洗浄は、連続的に再補充される容器（流速０．７６ｌ／分）中の
沸騰脱イオン水（６ｋｇ、９８℃における導電率１．５μＳ（μモー））に５００ｇの担
体試料を浸漬することによって実施した。洗浄水の導電率を９５℃で連続的に測定した。
１２分後、導電率のピーク値は６０μＳ（μモー）となり、１２０分後には導電率は６μ
Ｓ（μモー）となり、この時点の担体でステップ１の乾燥を実施した。
【誤訳訂正９】
【訂正対象書類名】明細書
【訂正対象項目名】００９３
【訂正方法】変更
【訂正の内容】
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【００９３】
　１．洗浄し乾燥させた担体試料２５ｇに、四塩化パラジウム（ＩＩ）ナトリウム（Ｎａ

２ＰｄＣｌ４）とテトラクロロ金酸（ＨＡｕＣｌ４）を脱イオン水に溶解した溶液１５．
７ｍｌ（０．２２０ｇのパラジウムと０．１２１ｇの金を含有）を含浸させた。担体を入
れた容器を軽く振って、担体に溶液が吸収されるようにした。溶液が完全に吸収されてか
ら、含浸させた担体を室温で２時間静置した。
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